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このフローチャートは、介護リフトを導入する際に活用可能な制度を案内するものです。年齢、障害、介護認定の有無などに応じて、対象となる制度が異なります。 

 

 

          Q1 

移動や介助が必要となった 

原因は「仕事中の事故や通勤中のけ

が」ですか？ 

  【介護保険】で介護リフトのレンタル

が可能な場合があります。ケアマネジ

ャーにご相談下さい。 

はい 

いいえ 

         Q2 

現在、その方は「６５歳以上」 

ですか？ 

    Q4：（40～64 歳） 

特定疾患特定疾病（がん、関節 

リウマチなど）が原因で介護が 

   必要ですか？ 

はい 

いいえ 

 【労災保険】が使える可能性がありま

す。労災保険担当者にご相談ください。 

         Q3 

介護認定を受けていますか？

（または申請中ですか？） 
はい 

【介護保険】で介護リフトをレンタルで

きる可能性があります。ケアマネジャー

にご相談下さい。 
はい 

           Q5 

身体障害者手帳（1〜3 級・上下

肢機能の障害）をお持ちですか？ 

 

いいえ 

【日常生活用具給付制度】でリフトの

給付を受けられる可能性があります。市

区町村にご相談ください。 
はい 

         Q6 

18 歳未満の方で、障害により

移動が難しいですか？ 

いいえ 

 制度の対象外となる可能性があります。

医療機関や地域包括支援センターにご

相談ください。 

【障害児用日常生活用具給付制度】や

【補装具費支給制度】で介護リフトが利

用できる可能性があります。 

はい 

いいえ 

 市区町村や地域包括支援センターにご

相談ください。 

いいえ 

carrot
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